
仕様書（案） 

 

１ 業務名 

令和８年度複業・起業による関係人口創出事業 

 

２ 業務目的 

 本事業は、県外（特に都市部）在住で複業・起業に関心のある層や実践者（以下「都市部人材」という。）

による和歌山県内での複業・起業モデルを創出するとともに、都市部人材に対して和歌山での新しい働

き方を PRすることで、更なる事業創出や空き家等の地域資源の有効活用、関係人口の増加を図り持続可

能な地域づくりを促進することを目的とする。 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 業務の内容 

①都市部人材による和歌山県内での複業・起業モデルの創出 

・和歌山県内の複数地域（県内全域を対象）において、都市部人材と地域をマッチングし、他の地域で 

 も横展開が可能となるモデル事業の創出に取り組むこと。 

・都市部人材と地域のマッチングを円滑に行うため、都市部側及び地域側それぞれにコーディネータ

ー（調整役）を配置すること。 

・都市部人材は主に首都圏に在住する複業・起業に関心がある層を対象とすること。 

・業務の実施にあたっては、県内の地域づくり事業者や市町村等との連携を図ること。 

 

②都市部人材への PRと県内市町村等への横展開 

・都市部人材の発掘に向けた PRを実施すること。実施にあたっては、将来に渡り都市部人材を確保で

きる効果的な手法を提案すること。 

・発掘した都市部人材に対し、和歌山での複業・起業につながるような継続的関係構築を図るためのフ

ォローアップ手法を提案すること。 

・県内市町村や地域づくり事業者等に向けたセミナーや研修会など、地域での複業・起業の推進や受入

れ体制の整備に向けた機運醸成を図ること。 

・①で創出したモデル事業等を活用し、PR用動画を作成すること。 

 

③成果報告会の開催 

・①の業務について、成果報告会を開催することとし、本県の関係人口となり得る人材が３０名以上参

加する企画とすること。 

・成果報告会は東京都での現地開催とし、オンライン併用（ハイブリッド）も可とする。 

・参加者の募集にあたっては、効果的な広報及び募集の手法を提案・実行すること。 

 



④中間報告の実施 

・来年度の予算編成の参考とするため、１０月初旬を目途に今年度実施した事業内容を踏まえ、和歌山

県がとるべき今後の関係人口創出を促進させるための施策の方向性について中間報告をすること。

なお、様式は任意様式とする。 

 

⑤実績報告書 

・業務の内容及び成果を記載した報告書を作成することとし、参加者（成果報告会含む）へのアンケー 

 ト結果を必ず記載すること。 

 

５ 納品物と納入期限 

・実績報告書 

令和９年３月３１日までに電子データで提出すること。 

 

６ 再委託 

 本業務の実施にあたり、再委託が必要となる場合は、事前に県の承認を得ること。 

 

７ その他 

①個人情報等の管理にあたっては、適切な情報セキュリティ・ポリシー及び情報管理体制を整備し、個

人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）、和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条

例（令和 4年 10月 5日条例第 38号）、和歌山県情報セキュリティポリシーのほか、関係法令等を遵

守すること。また、業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用し

てはならない。これらのことは本契約終了後においても同様とする。 

②受託者は、業務の進捗状況に関して、随時県に報告するとともに、適宜行う業務に関する打ち合わせ

により協議、調整を行うこと。 

③本事業の目的を達成するため、県が実施する他の関係人口創出関連事業及び委託事業者と連携を図

ることで、相乗効果を上げること。 

④本事業の実施にあたって取得した物品のうち、取得価格が１０万円以上の物品については、県に帰属

するものとし、本事業終了後に引き渡すこと。 

⑤本業務における成果品は全て県に帰属するものとする。 

⑥本仕様書にないものや疑義が生じた場合は、県及び受託者の協議により決めるものとする。 

⑦本業務は国費を用いて執行する予定であり、事業完了後５年間は事業に係る帳簿等を保管し、和歌山

県監査委員や会計検査院の検査に協力すること。なお、業務の実施にあたっては、「委託費より特定

の個人への旅行代金（交通費や宿泊費、飲食費等）を支出することは不可とする」ため留意すること。 


